
第 200回 (臨時)代議員会議事録

第 200回 (臨時)代議員会が、令和 8年 3月 21日 (土)14時 30分より、愛知県名古屋市中
区栄四丁目1番 1号、中日ビル 6階ホールにおいて開催され、 17時 00分閉会した。

設委員会並びに小委員会の協議及び決定内容について、資料により報告がなされ、特に質

疑は出されなかつた。

質  問

愛知県医師会館建設費補助金収入について

議席番号 74番 伊藤宣夫代議員より、令和 8年度予算報告の中にある「令和 8年度会館
整備特別会計収支予算書 1,事業活動収入 大科目2.補助金収入 中科目1.愛知県
医師会館建設費補助金収入」について、「令和 7年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報

告」内資料にある『愛知県医師会館の建替えによる事業費及び財源について一<財源 >愛

知県委託料・補助金、名古屋市補助金』との金額に乖離があるのは何故かとの質問がなさ

れた。

会計担当の加藤 (豊)理事より、令和 7年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報告には現

段階で確実に支払われる委託料・補助金が計上されていると説明がなされた。

愛知県医師会館建設費寄付金収入について

議席番号 74番 伊藤宣夫代議員より、令和 8年度予算報告の中にある「令和 8年度会館
整備特別会計収支予算書 1.事業活動収入 大科目3.寄付金収入 中科目1.寄付金
収入」について、会員、関連団体からの寄付金が計上されておらず、簿外の収益として処

理されるのかとの質問がなされた。

会計担当の加藤豊理事より、本予算書は令和8年度内で確実に予定されるものが計上され
ており、会員、関連団体からの寄付については確定でないため計上されていないが、決算

書の段階では令和8年度内にご寄付いただいた金額が全て計上されると説明がなされた。

議  事
第 1号議案 令和 8年度会費の賦課徴収に関する件
第 2号議案 令和 8年度会費減免申請に関する件
第 3号議案 令和 8年度入会金の賦課徴収に関する件
山根則夫議長の宣言により、第 1号議案から第 3号議案まで一括上程され、会計担当加藤
(豊)理事より説明がなされた。

第 1号議案及び第 3号議案は、例年通りであり、第 2号議案については、新たに第 5項「上

項期間 (卒後 5年)を経過した医師法に基づく臨床研修医 (C会員)についても、期間中
は減免するものとする。」が追加された。また、現時点では研修医会員の減免の一覧が未作

成であるため、日本医師会の申請期限に合わせ、申請者一覧を作成し、理事会承認を得て

減免措置を実施する。

第 1号議案から第 3号議案まで特に質疑は出されず、山根則夫議長より各議案の承認につ

いて議場に諮つたところ、出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、原

案どおり決議した。

第4号議案 公益社団法人愛知県医師会定款の一部改正に関し承認を求めるの件
第 5号議案 公益社団法人愛知県医師会選挙規則の一部改正に関し承認を求めるの件
続いて山根則夫議長の宣言により、第4号議案から第 5号議案まで一括上程され、総務担
当加藤 lttl理事より、改正点について説明がなされた。

特に質疑は出されず、山根則夫議長より各議案の承認について議場に諮つたところ、出席

代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、原案どおり決議した。

代議員総数

議決権の総数

205名
205個

出席代議員の数

出席した代議員の議決権の数

190名
190個

議    長
副 議  長
出 席 理 事

監 事

議事録作成者

開  会

定刻に至り、公益社団法人愛知県医師会代議員会議事規則 (以下、代議員会議事規則とする。)

第 1条第 2項に則り、総代議員の過半数に相当する代議員の出席 (190名 )が確認され、山根
則夫議長は代議員会議事規則第 7条第 1項に則り開議を宣言した。

【議事録署名人の指名 】

議事録屠名人については、代議員会議事規則第 66条に則り、議長が以下の 2名の代議員を
指名した。

議席番号   1番  服 部 かおる l名古屋市―守山区)
議席番号 105番  村 瀬 範 高 (尾北)

報  告

公益社団法人 愛知県医師会定款第 56条第 2項の規定により、(1)は総務担当大石副会長、
(2)及び (3)は会計担当加藤 (豊)理事より報告がなされた。

(1)令和 8年度事業計画報告
大石副会長より、令和 8年度事業計画の内容について、基本的には、従来からの事業を継

続していくと報告がなされ、特に質疑は出されなかった。

(2)令和 8年度予算報告
加藤 (豊)理事より、令和 8年度予算について、令和 8年 2月 26日開催の定例理事会にお
いて慎重協議の上承認されていることを報告し、資料により報告がなされ、豊田加茂医師

会の伊藤宣夫代議員より、下記の質問がなされた。

(3)令和 7年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報告
加藤 (豊)理事より、令和 7年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報告について、会館建
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◇ 改正点
「公益社団法人愛知県医師会定款」

1.現定数内で新たに外部理事 。外部監事を規定
<現 行>
第 28条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 19名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名 を会長、 3名を副会長とする。
3 会長及び副会長をもつて法人法上の代表理事とする。

2.参与の増員
<現 行>
第 63条 木会に、 15名以内の参与を置くことができる。
2～ 3 (略)

<改正後>
第 63条 本会に、‐ 5=20名以内の参与を置くことができる。
2～ 3 (略 )

3.第 28条で法律の正式お称を規定するため、略称のみを用いる
<現 行>
第 65条 本会が公益認定の取消の処分を受けた場合、又は合併により消滅する場

合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)にお
いて、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下「認

定法」という。)第 30条第 2項に規定する公益目的取得財産残額があ
るときは、代議員会の決議を経て、これに相当する額の財産を 1箇月以

内に国若しくは地方公共団体又は認定法第 5条第 17号に掲げる法人
に贈与するものとする。

<改正後>
第 65条 本会が公益認定の取消の処分を受けた場合、又は合併により消滅する場

合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)におい

て、                            認定

法希摯姿義姜第 30条第 2項に規定する公益目的取得財産残額があると
きは、代議員会の決議を経て、これに相当する額の財産を 1箇月以内に

国若しくは地方公共団体又は認定法第 5条第 17号に掲げる法人に贈与
するものとする。

4. 改正期 日 (F付貝1)
<現 行>
12 この定款イま平成 26年 6月 21日 より施行する。

<改正後>
12 この定款は平成 26年 6月 21日 より施行する。
13 この定款は令和 8年 3月 21日 より施行する。

「公益社団法人愛知県医師会選挙規則」

1.予備選挙管理委員の地位利用による選挙運動の禁止等を追加
<現 行>
第 7条 本会に、予備選挙管理委員を置く。
2 予備選挙管理委員は、選挙管理委員に事故があるときにはその職務を代理し、
選挙管理委員が欠けたときはその職務を行う。

3 予備選挙管理委員の推薦は、第4条 (選挙管理委員)第 1項の規定を準用する。
4 第 5条 (任期)及び第 6条 (兼職の禁止及び立候補等の制限)の規定は、予備選
挙管理委員について準用する。

第 29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職
務を執行する。

2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4 理事は、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長は、あらかじめ理事
会の決議により定めた順位により、会長の職務を代行する。

6 会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、理事
は、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、会長の職務 (本会を

代表するものを除く。)を代行する。

<改正後>
第 28条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 19名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名 を会長、 3名を副会長とする。
3 会長及び副会長をもつて法人法上の代表理事と率嬌〒し、代表理事以外の理
事のうち14名以内をもつて、法人法第 91条第 1項第 2号の業務執行理事
とする。

4 理事のうち1名は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(以下「認定法」という。)第 5条第 1項第 15号に規定する要件を満たす
者 (外部理事)とする。
5 監事のうち1名は、認定法第 5条第 1項第 16号に規定する要件を満たす者
(外部監事)とする。

第 29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
職務を執行する。

2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4 業務執行理事は、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長は、あらかじめ理事
会の決議により定めた順位により、会長の職務を代行する。

6 会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、業務
執行理事は、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、会長の職務

(本会を代表するものを除く。)を代行する。



<改正後>
第 7条 本会に、予備選挙管理委員を置く。
2 予備選挙管理委員は、選挙管理委員に事故があるときにはその職務を代理し、
選挙管理委員が欠けたときはその職務を行う。

3 予備選挙管理委員の推薦は、第4条 (選挙管理委員)第 1項の規定を準用する。
4 第 5条 (任期)、 第 6条 (兼職の禁止及び立候補等の制限)及び第 53条 (地位
利用による選挙運動の禁止等)の規定は、予備選挙管理委員について準用す

る。

2.代議員会議長及び副議長の選定手続きを役員と同様の方法で行う場合の対応 (様式
8、 様式 9の変更を含む)
<現 行>
第 14条 定款第 21条及び第 23条並びに定款施行細則第 12条の規定に基づく

代議員会の議長及び副議長の選定は、所定の投票用紙による無記名投票

による。ただし、候補者の数が定数を超えないときは、他の方法による

ことができる。

2 前項の場合においては、第 37条及び第 38条の規定を準用する。

第 36条 投票の方法は、選挙すべき役員の定数に応じ、単記投票又は連記投票に
よるものとし、候補者氏名の上の枠内にOの記号を記載して行う。

2 議長及び副議長は、氏名記載投票とする。
3 投票は、無記落投票とする。

<改正後>
第 14条 定款第 21条及び第 23条並びに定款施行細則第 12条の規定に基づく

代議員会の議長及び副議長の選定については、夢薙④投票昇暴経芸る無

役員の樫任に関する規定を準用する。

第 36条 投票の方法は、選挙すべき役員の定数に応じ、単記投票又は連記投票に
よるものとし、候補者氏名の上の枠内にOの記号を記載して行う。

尋 2 投票は、無記お投票とする。

3.現定数内で新たに外部理事・外部監事を規定
<現 行>
第 18条 会長を除く理事及び監事の選任については、各地区及び各団体にそれぞ

れ定数を割当てる。

2～ 6 (略)
7 監事 3名は、名古屋地区1名、尾張地区1名、三河地区1名 とする。
8 各地区及び各団体は、割当てられた定数の候補者を推薦することができる。
附 則

<改正後>
第 18条 会長を除く理事及び監事の選任については、各地区及び各団体にそれぞ

れ定数を割当てる。

2～ 6 (略)
7 理事のうち1名は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

(以下「認定法Jという。)第 5条第 15号に規定する次の各号の要イ牛たす
べて満たす者 (以下「外部理事」という。)とする。
(1)本会の業務を執行す 用人でなく、かつ、その就任前 lo年
間に本会の業務を執行する理事又は使用人であつたことがない者。

(2)本会の代議員でない者。
8 外部理事は、大学医師会に割当てる。
畢 9 監事 3名は、名古屋地区1名、尾張地区1名、三河地区1名 とする。

監事のうち1名は、認定法第 5条第 16号に規定する次の各号の要件をすべ10

て満たす者 (以下「外部監事」という。)とする。
(1)本会の理事又は使用人でなく_かつ_その就任前 10年間に本会の理事
又は使用人であつたことがない者。

(2)本会の代議員でない者。
11 外部監事は、名古屋地区、尾張地区及び三河地区の順に、任期満了ごとの改
選時日頃次割当てる。

尋12 各地区及び各団体は、割当てられた定数の候補者を推薦することができる。
13 外部理事及び外部監事の候補者については、選挙管理委員会がその資格要件
を確認する。

附 則

3 第 18条第 11項の規定は、令和 8年度の改選時から三河地区において適用
を開始する。

4。 日医代議員及び予備代議員の定員 1名増力日

<現 行>
第 51条  日本医師会代議員 22名 のうち、本会会長は、地区割当ての外の1名 と

し、代議員会議長は第 15条による地区に1名割当てる。予備代議員も
またこれによる。

2 (略 )
3 他の 19名 を名古屋地区8名、尾張地区6名、三河地区5名 とし、予備代議
員もまたこれによる。名古屋市医師会会長が代議員会議長を兼ねない場合は、

名古屋地区の定数内で投票によらないで選出する。

4 (略)

<改正後>
第 51条 日本医師会代議員-23名 のうち、本会会長は、地区割当ての外の 1

名とし、代議員会議長は第 15条による地区に1名割当てる。予備代議
員もまたこれによる。

2 (略 )
3 他の手 920名 を名古屋地区8名、尾張地区6名、三河地区与 6名 とし、予
備代議員もまたこれによる。名古屋市医師会会長が代議員会議長を兼ねない

場合は、名古屋地区の定数内で投票によらないで選出する。

4(略 )      ・

5。 選挙規則改正期日

<現 行>
3 この新唄1は令√日5年 4月 1日 よリガX子する。

<改正後>
尋 4 この規員Jは余鶉尋年拳尋峯畢令和 8年 3月 21日 より施行する。



以上、議事の経過の要領及びその結果を明確にするために本議事録を作成し、代議員会議事規

則第66条に則り、議長及び議長が指名した 2名の代議員 (議事録署名人)が証路押印する。

議    長 力 な フィ丈

議彗鶉景歎 人 日盈警 カーわ
う
る

可イ議事録署名人

力御廃カ


